
JP 2017-71247 A 2017.4.13

10

(57)【要約】
【課題】簡単な構成により脱線状態を適切に検知可能な
脱線状態検知装置等を提供する。
【解決手段】脱線状態検知装置を、通常時にレール上面
と当接する踏面１１及び踏面より外径側に張り出したフ
ランジ１２を有する車輪１０が固定された輪軸１２２，
１２３，１３２，１３３，２２２，２２３，２３２，２
３３の回転速度を検出する速度検出手段Ｓと、回転速度
が所定以上の変化率で低下した後、回転速度が低下した
状態が所定の判定期間以上継続した場合に脱線状態であ
ると判定する脱線状態判定手段３０とを備える構成とす
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通常時にレール上面と当接する踏面及び前記踏面より外径側に張り出したフランジを有
する車輪が固定された輪軸の回転速度を検出する速度検出手段と、
　前記回転速度が所定以上の変化率で低下した後、前記回転速度が低下した状態が所定の
判定期間以上継続した場合に脱線状態であると判定する脱線状態判定手段と
　を備えることを特徴とする脱線状態検知装置。
【請求項２】
　前記速度検出手段は、同一列車内の複数の前記輪軸にそれぞれ設けられ、
　前記脱線状態判定手段は、前記回転速度が所定以上の変化率で低下した前記輪軸の前記
回転速度と、それ以外の前記輪軸の前記回転速度の平均値との差が所定の閾値以上である
状態が前記判定期間以上継続した場合に前記脱線状態であると判定すること
　を特徴とする請求項１に記載の脱線状態検知装置。
【請求項３】
　通常時にレール上面と当接する踏面及び前記踏面より外径側に張り出したフランジを有
する車輪が固定された輪軸の回転速度を検出し、
　前記回転速度が所定以上の変化率で低下した後、前記回転速度が低下した状態が所定の
判定期間以上継続した場合に脱線状態であると判定すること
　を特徴とする脱線状態検知方法。
【請求項４】
　同一列車内の複数の前記輪軸において前記回転速度を検出し、
　前記回転速度が所定以上の変化率で低下した前記輪軸の前記回転速度と、それ以外の前
記輪軸の前記回転速度の平均値との差が所定の閾値以上である状態が前記判定期間以上継
続した場合に前記脱線状態であると判定すること
　を特徴とする請求項３に記載の脱線状態検知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄道車両の脱線状態検知装置及び脱線状態検知方法に関し、特に簡単な構成
により脱線状態を適切に検知可能なものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　鉄道車両において、車輪がレールから脱落した状態で走行を続けると、車両及び軌道の
被害が拡大するため、走行中に脱線状態が生じた際に適切かつ速やかに検知し、運転士等
へ通知することが要望されている。
【０００３】
　脱線状態検知に関する従来技術として、例えば、特許文献１には、車体の加速度から特
定周波数の信号を抽出した後、特定周波数帯の信号が所定時間内に所定レベルを超えた回
数が設定回数を超えたときに車両が脱線したと判定することが記載されている。
　特許文献２には、車体の加速度から特定周波数の信号を抽出した後、特定周波数帯の信
号を所定時間ごとに連続して積分し、積分された積分値と所定時間前の積分値との差が所
定値を超えたことに基づいて脱線を判定することが記載されている。
　特許文献３には、鉄道車両の各台車に設置された加速度センサと、特定の軸箱に設置さ
れた加速度センサとを用い、軌道状態毎のピーク加速度と走行時のピーク加速度を正負で
それぞれ比較することによって、脱線を含む鉄道車両の異常を判断することが記載されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２１１３９６号公報
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【特許文献２】特開２００２－２１１４００号公報
【特許文献３】特開２０１２－　５８２０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　脱線時に車輪が枕木の上を走行する際の衝撃的な振動や、台車姿勢の異常に基づいて脱
線状態を検知する従来技術においては、専ら脱線検知のために加速度センサ等の振動検出
手段や、ジャイロ等の台車姿勢検出手段を設ける必要があり、部品点数が増加して構造が
複雑化し、コストも高くなる。また、他部品との関係でセンサ等の設置スペースの確保が
困難な場合もあり得る。
　また、バラスト道床及び枕木を有するバラスト軌道では、脱線状態で走行した際の振動
が顕著となるため脱線検知が比較的容易であるが、平滑な軌道スラブ上にレールを敷設す
るスラブ軌道などに比較的穏やかに接地した場合には、脱線状態で走行しても顕著な振動
が発生しない場合があり、加速度に基づいた脱線状態の判定が成立せず、脱線状態のまま
走行を継続してしまうことが懸念される。
　上述した問題に鑑み、本発明の課題は、簡単な構成により脱線状態を適切に検知可能な
脱線状態検知装置及び脱線状態検知方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するため、本発明の脱線状態検知装置は、通常時にレール上面と当
接する踏面及び前記踏面より外径側に張り出したフランジを有する車輪が固定された輪軸
の回転速度を検出する速度検出手段と、前記回転速度が所定以上の変化率で低下した後、
前記回転速度が低下した状態が所定の判定期間以上継続した場合に脱線状態であると判定
する脱線状態判定手段とを備えることを特徴とする。
　これによれば、脱線により車輪が踏面ではなくフランジの外周縁部を接地させた状態で
回転する際の有効径の増加に伴う回転速度の低下に基づいて、著大な加速度や台車姿勢の
異常等を伴わない脱線であっても適切に検知することができる。
　また、車輪（輪軸）の回転速度は、一般的な鉄道車両において、走行速度や滑走等を検
知する目的で通常モニタされているものであることから、既存の鉄道車両に新規なセンサ
等を追加することなく容易に適用することが可能であり、装置の構成を簡素化することが
できる。
【０００７】
　本発明において、前記速度検出手段は、同一列車内の複数の前記輪軸にそれぞれ設けら
れ、前記脱線状態判定手段は、前記回転速度が所定以上の変化率で低下した前記輪軸の前
記回転速度と、それ以外の前記輪軸の前記回転速度の平均値との差が所定の閾値以上であ
る状態が前記判定期間以上継続した場合に前記脱線状態であると判定する構成とすること
ができる。
　これによれば、検知精度を向上して上述した効果をより確実に得ることができる。
【０００８】
　また、本発明の脱線状態検知方法は、通常時にレール上面と当接する踏面及び前記踏面
より外径側に張り出したフランジを有する車輪が固定された輪軸の回転速度を検出し、前
記回転速度が所定以上の変化率で低下した後、前記回転速度が低下した状態が所定の判定
期間以上継続した場合に脱線状態であると判定することを特徴とする。
　本発明において、同一列車内の複数の前記輪軸において前記回転速度を検出し、前記回
転速度が所定以上の変化率で低下した前記輪軸の前記回転速度と、それ以外の前記輪軸の
前記回転速度の平均値との差が所定の閾値以上である状態が前記判定期間以上継続した場
合に前記脱線状態であると判定する構成とすることができる。
【発明の効果】
【０００９】
　以上のように、本発明によれば、簡単な構成により脱線状態を適切に検知可能な脱線状
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態検知装置及び脱線状態検知方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明を適用した脱線状態検知装置の実施形態を有する鉄道車両編成を模式的に
示す図である。
【図２】実施形態の鉄道車両における車輪を直径方向から見た図である。
【図３】実施形態の脱線状態検知装置における動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を適用した鉄道車両の脱線状態検知装置、及び、脱線状態検知方法の実施
形態について説明する。
　図１は、実施形態の脱線状態検知装置を有する鉄道車両編成を模式的に示す図である。
　鉄道車両編成１は、一例として、進行方向前方側から順に、車両１００、２００を有す
る旅客用の電車列車であるが、これに限らず、気動車や、機関車により牽引される客車列
車、貨物列車等であってもよい。
　なお、車両２００の後方にさらに車両を増結してもよい。
【００１２】
　車両１００は、車体１１０、１位台車１２０、２位台車１３０等を有して構成されてい
る。
　車体１１０は、床面部を構成する台枠、側面部を構成する側構、妻面部を構成する妻構
、屋根部を構成する屋根構等を有する六面体状に形成され、乗客等を収容する車室が内部
に設けられている。
【００１３】
　１位台車１２０、２位台車１３０は、車体１１０の下部にボギー角付与可能に取り付け
られた２軸ボギー台車であって、進行方向前方側から順次配置されている。
　１位台車１２０は、台車枠１２１、１位輪軸１２２、２位輪軸１２３等を有して構成さ
れている。
【００１４】
　台車枠１２１は、１位台車１２０の主要構造部材である。
　台車枠１２１は、例えば、左右方向（枕木方向）に離間して配置され前後方向に沿って
延在する一対の側梁を、枕木方向に沿って延在する横梁、端梁で連結することによって、
上方から見た平面形が実質的に矩形となる枠状に構成されている。
　台車枠１２１は、図示しない牽引装置及び二次ばね系を介して車体１００の下面に取り
付けられている。
　牽引装置は、車体１００と１位台車１２０との間で、駆動力、制動力等の前後力を伝達
するものである。
　二次ばね系は、例えば、空気ばねである枕ばね及び枕ばねの内部に設けられた減衰要素
等を有する。
【００１５】
　１位輪軸１２２、２位輪軸１２３は、左右一対の車輪１０（図２参照）を、車軸の両端
部に固定して構成されている。
　１位輪軸１２２、２位輪軸１２３は、両端部に形成されたジャーナル部を、軸受、潤滑
装置等を有する図示しない軸箱によって回転可能に支持されている。
　軸箱は、図示しない軸箱指示装置によって、台車枠１２１に対して上下方向及び輪軸を
ステアする方向に相対変位可能に支持されている。
　軸箱支持装置には、軸ばね及び軸ダンパ等を有する１次ばね系が設けられている。
【００１６】
　２位台車１３０は、１位台車１２０の台車枠１２１、１位輪軸１２２、２位輪軸１２３
と実質的に同様に構成された台車枠１３１、１位輪軸１３２、２位輪軸１３３等を有して
構成されている。
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【００１７】
　車両２００は、車両１００の進行方向後方側における次位に連結されている。
　車両２００は、車両１００の車体１１０、１位台車１２０、２位台車１３０と実質的に
同様に構成された車体２１０、１位台車２２０、２位台車２３０等を有して構成されてい
る。
　１位台車２２０は、台車枠２２１、１位輪軸２２２、２位輪軸２２３等を有して構成さ
れている。
　２位台車２３０は、台車枠２３１、１位輪軸２３２、２位輪軸２３３等を有して構成さ
れている。
【００１８】
　上述した全ての輪軸には、回転速度センサＳがそれぞれ設けられている。
　回転速度センサＳは、対応する輪軸の回転速度に比例する周波数のパルス信号を出力し
、後述する運転台２０に伝達する。
　回転速度センサＳは、輪軸１回転あたり複数（例えば７２波）のパルス信号を出力する
よう構成されている。
【００１９】
　先頭車両である車両１００は、さらに、運転台２０、脱線状態判定手段３０等を備えて
いる。
　運転台２０は、運転席に設けられ、運転士が各種運転操作を行う操作卓として構成され
ている。
　運転台２０は、車両の加減速運転操作を行なうマスコン、ブレーキや、各種計器、イン
ジケータ等を備えて構成されている。
【００２０】
　脱線状態判定手段３０は、運転台２０を介して各輪軸の回転速度センサＳの出力（パル
ス信号）を取得し、脱線状態の有無を判定するものである。
　脱線状態判定手段３０は、例えば、ＣＰＵ等の情報処理手段、ＲＡＭやＲＯＭ等の記憶
手段、入出力インターフェイス、及び、これらを接続するバス等を有して構成されている
。
【００２１】
　次に、本実施形態における脱線状態検知の原理（本発明を適用した脱線状態検知方法）
について説明する。
　本実施形態においては、車輪の踏面部の直径と、フランジ先端部の直径との差に起因し
て、脱線した車輪（輪軸）の回転速度が非脱線状態にある他の輪軸に対して相対的に低下
することに基づいて、脱線状態の検知を行なっている。
　図２は、実施形態の鉄道車両における車輪を直径方向から見た図である。
　車輪１０は、踏面１１、フランジ１２等を有する。
　踏面１１は、通常走行時（非脱線時）に図示しないレール頭部の上面と当接する面部で
ある。
　フランジ１２は、踏面１１の枕木方向内側の端部から外径側に張り出して形成された部
分である。
【００２２】
　一例として、日本の一般的な在来線では、踏面部における車輪直径Ｄ＝８６０ｍｍ，フ
ランジの踏面からの高さ（フランジ高さ）ｈＦ＝３０ｍｍである。
　通常走行時には、車輪１０は、踏面１１がレール上面に当接した状態で転動している。
　このときの車輪１０の角速度を、ω１とする。
　一方、脱線状態にある場合には、車輪１０は、フランジ１２の外周縁部が枕木や道床な
どに当接した状態で転動することになる。
　このときの車輪１０の角速度を、ω２とする。
【００２３】
　この場合、それぞれの車輪の速度Ｖ１，Ｖ２は、以下の式１、式２によって表される。
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　　Ｖ１＝Ｄ／２・ω１＝０．４３ω１　・・・（式１）
　　Ｖ２＝（Ｄ＋２ｈＦ）／２・ω２＝０．４６ω２　・・・（式２）
 
　ここで、同一列車内の全ての車輪（輪軸）のレール長手方向に沿った走行速度は実質的
に等しいと考えられるため、Ｖ１とＶ２とは等しく、ω１とω２との関係は、以下の式３
のように表される。
 
　　ω１＝（０．４６／０．４３）ω２≒１．０８ω２　・・・（式３）
 
【００２４】
　以上のことから、踏面１１で走行する車輪１０の角速度は、フランジ１２で走行する車
輪の角速度に比べ、約８％速いことがわかる。
　回転速度センサＳが、１回転あたり７２波のパルスを発生するものの場合に、この角速
度差に対応する波数を求めると、式４のようになる。
 
　　７２（１．０８－１）≒５．７６　・・・（式４）
 
　このことから、フランジ１２で走行する車輪１０では、踏面１１で走行する車輪１０が
１回転して７２パルス出力される際に、発生するパルス数が５パルス程度少ないことにな
る。
　これより、非脱線状態にある輪軸１回転あたりのパルス数が他の輪軸に対して５パルス
程度少ない状態が所定時間以上継続した輪軸を脱線状態にあるとして検知を行う。
　以下、より詳細に説明する。
【００２５】
　図３は、実施形態の脱線状態検知装置における動作を示すフローチャートである。
　以下、ステップ毎に順を追って説明する。
＜ステップＳ０１：各輪軸回転速度モニタ＞
　脱線状態判定手段３０は、各輪軸に設けられた回転速度センサＳが出力するパルス信号
を、運転台２０を介して取得し、全ての輪軸について回転速度のモニタリングを行う。
　モニタリングが開始されると、ステップＳ０２に進む。
【００２６】
＜ステップＳ０２：減速輪軸を検出＞
　脱線状態判定手段３０は、パルス信号の間隔（周期）に基づいて算出される回転角速度
が、予め設定された所定以上の単位時間あたり変化率で、予め設定された所定の減速量以
上減速した輪軸がないか判別する。
　上記に該当する輪軸（急激に回転速度が低下した輪軸）が存在した場合には、ステップ
Ｓ０３に進み、その他の場合には一連の処理を終了（リターン）し、ステップＳ０１以降
の処理を繰り返す。
【００２７】
＜ステップＳ０３：脱線疑い輪軸判定成立＞
　脱線状態判定手段３０は、ステップＳ０２において、所定以上の変化率で所定の減速量
以上減速したと判別された輪軸に脱線の疑いがあるものと判定し、この輪軸を脱線疑い輪
軸と認定する。
　その後、ステップＳ０４に進む。
　なお、このような脱線疑い輪軸は、複数設定される場合（複数の輪軸で同時に脱線が発
生したと疑われる場合）もあり得る。
　この場合、以下の処理は脱線疑い輪軸ごとにそれぞれ行われることになる。
【００２８】
＜ステップＳ０４：脱線疑い輪軸の減速状態継続判断＞
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　脱線状態判定手段３０は、脱線疑い輪軸の回転角速度が、他の全ての輪軸（非脱線状態
にあると推定される輪軸）の回転角速度の平均に対して、所定の閾値（例えば５％）以上
低い状態（以下「減速状態」と称する）が継続しているか否かを判別する。
　脱線疑い輪軸の減速状態が継続している場合にはステップＳ０５に進み、他の場合には
ステップＳ０６に進む。
【００２９】
＜ステップＳ０５：減速状態継続期間タイマカウントアップ＞
　脱線状態判定手段３０は、脱線疑い輪軸の減速状態の継続期間を測るタイマである減速
状態継続期間タイマのタイマ値を、カウントアップ（インクリメント）する。
　その後、ステップＳ０７に進む。
【００３０】
＜ステップＳ０６：減速状態継続期間タイマリセット＞
　脱線状態判定手段３０は、減速状態継続期間タイマのタイマ値をリセットし、一連の処
理を終了（リターン）する。
【００３１】
＜ステップＳ０７：減速状態継続期間判断＞
　脱線状態判定手段３０は、減速状態継続期間タイマのタイマ値が、予め設定された判定
閾値以上であるか否かを判別する。
　判定閾値は、電気的なノイズ、一時的な滑走や空転などによる影響（誤検出）を排除す
ることを考慮して設定されている。
　判定閾値は、一例として、脱線疑い輪軸以外の所定の輪軸が３回転（７２×３＝２１６
パルスを出力）する期間と実質的に等しくなるように設定することができる。
　減速状態継続期間が判定閾値以上である場合はステップＳ０８に進み、その他の場合は
ステップＳ０４に戻り、以降の処理を繰り返す。
【００３２】
＜ステップＳ０８：脱線状態判定成立＞
　脱線状態判定手段３０は、脱線疑い輪軸が実際に脱線しているものとして、脱線状態判
定を成立させる。
　脱線状態判定が成立した場合には、脱線状態判定手段３０は、例えば、運転台２０に設
けられたインジケータランプの点灯や、警報音の出力等によって、脱線状態を検知した旨
、及び、脱線状態が検知された輪軸を運転士に報知する。
　その後、一連の処理を終了する。
　脱線状態を知った運転士が直ちに列車を停車させることによって、脱線による車両、軌
道の被害拡大を防止することができる。
【００３３】
　表１は、第１号車（車両１００）の１位台車１２０における１位輪軸１２２が３回転（
パルス数はそれぞれ７２）する際に、他の輪軸の回転速度センサＳで出力されるパルス数
の一例を示す表である。
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【表１】

　表１に示す例においては、第２号車（車両２００）の１位台車２２０における１位輪軸
２２２が脱線疑い輪軸である。
　この１位輪軸２２２の回転速度センサＳのパルス数は、他の全ての輪軸の平均パルス数
に対して約５パルス少ない状態が、１回転目から３回転目まで継続しており、フランジ１
２で走行している脱線状態にあることがわかる。
【００３４】
　以上説明した実施形態によれば、以下の効果を得ることができる。
（１）本実施形態によれば、脱線により車輪１０が踏面１１ではなくフランジ１２の外周
縁部を接地させた状態で回転する際の有効径の増加に伴う回転速度の低下に基づいて、例
えば軟着地による脱線や、脱線後スラブ板のような箇所を走行する場合のように、著大な
加速度や台車姿勢の異常等を伴わず、既存の脱線状態検知装置では検出が困難な脱線であ
っても、適切に検知することができる。
　また、編成長の長い列車の中間車などで発生する脱線のように、乗務員が異常に気付き
難く検知が遅れることが多い脱線形態であっても、早期に検知し運転士等に通報して緊急
停止を促すことが可能となる。
　さらに、脱線疑い輪軸の減速状態が所定期間以上継続している場合にのみ脱線状態を判
定することによって、電気的ノイズや一時的な空転、滑走などに起因する誤検出を防止す
ることができる。
（２）車輪（輪軸）の回転速度は、一般的な鉄道車両において、速度や滑走状態を検知す
るために通常モニタされているものであることから、既存の鉄道車両に、例えば加速度計
やジャイロ等の新規なセンサを脱線検知専用に追加することなく容易に適用することが可
能であり、装置の構成を簡素化することができる。
【００３５】
　（他の実施形態）
　なお、本発明は上述した実施形態のみに限定されるものではなく、種々の応用や変形が
考えられる。
（１）脱線状態検知装置、鉄道車両、及び、その編成の構成は、上述した実施形態に限ら
ず適宜変更することができる。
（２）実施形態においては、一例として、列車中の全ての車輪の径が実質的に等しい場合
について説明したが、例えば車両の仕様の違いや、車輪の摩耗状態、研磨状態などによっ
て車輪間で径差が存在する場合、あるいは、センサ仕様に応じて車輪１回転あたり出力さ
れるパルス数が異なる場合であっても、適宜補正を行うことによって本発明を適用するこ
とが可能である。
（３）実施形態においては、非脱線状態にある車輪が３回転する間にわたって脱線疑い輪
軸の減速状態が継続した場合に脱線判定を成立させているが、これに限らず、減速状態が
所定の時間や、走行距離、累積パルス数にわたって継続した場合に脱線判定を成立させて
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　また、脱線判定を成立させる判定期間を、列車の走行速度に応じて変化させるようにし
てもよい。例えば、輪軸が短時間に回転する高速走行時には判定期間を短く設定してもよ
い。
（４）実施形態においては、所定以上の変化率で所定量以上の減速が生じた輪軸を脱線疑
い輪軸としているが、脱線疑い輪軸の検出はこれに限らず、例えば他の輪軸の回転速度に
対して相対的に回転速度が低下した輪軸を脱線疑い輪軸としてもよい。
【符号の説明】
【００３６】
　　　１　　鉄道車両編成　　　　　　　　　１０　　車輪
　　１１　　踏面　　　　　　　　　　　　　１２　　フランジ
　　２０　　運転台　　　　　　　　　　　　３０　　脱線状態判定手段
　１００　　車両　　　　　　　　　　　　１１０　　車体
　１２０　　１位台車　　　　　　　　　　１２１　　台車枠
　１２２　　１位輪軸　　　　　　　　　　１２３　　２位輪軸
　１３０　　２位台車　　　　　　　　　　１３１　　台車枠
　１３２　　１位輪軸　　　　　　　　　　１３３　　２位輪軸
　２００　　車両　　　　　　　　　　　　２１０　　車体
　２２０　　１位台車　　　　　　　　　　２２１　　台車枠
　２２２　　１位輪軸　　　　　　　　　　２２３　　２位輪軸
　２３０　　２位台車　　　　　　　　　　２３１　　台車枠
　２３２　　１位輪軸　　　　　　　　　　２３３　　２位輪軸
　　　Ｓ　　回転速度センサ

【図１】 【図２】
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